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飲酒運転追放宣言は、平成 19年９月 25日に開催された「交通

安全県民大会・飲酒運転追放県民大会」において、飲酒運転によ

る悲惨な交通事故を無くすため、参加者全員で採択し力強く宣言を行った宣言文です。 

この「飲酒運転追放宣言」は、社会全体で飲酒運転は許さないという気運を醸成していく

ことを目的としています。 

 

 

 

      

 

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則があります。 

● 運転者に対する処罰 

     

 

 

   

  1 ※自転車・特定小型原動機付自転車も処罰の対象です 

 

● 運転者以外の周囲の責任についての処罰 

 

 

 

 

【警察官募集】 

受付期間   令和 7 年 12 月 10 日(水)～令和 8 年 1 月 5 日(月)  

第一次試験日 令和 8 年 1 月 17 日（土） 

問合せ先   兵庫県警察官採用センター 0120-145-314 
 

 

 

千歳交番だより
令和７年 

須磨警察署 

☏731-0110 

飲酒運転の根絶 

 ｢飲酒運転追放宣言」 

罰則 違反点数

５年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 35点

0.25ｍｇ以上 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 25点

0.15ｍｇ～0.25ｍｇ未満 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 13点

酒酔い

酒気帯び

飲酒運転追放「三ない運動」 

   ・ 酒を飲んだら車を運転しない 

   ・ 運転する時は酒を飲まない 

   ・ 運転する人には酒を飲ませない 

 

車両提供者 酒類提供・車両の同乗

運転者が酒酔い運転 ５年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 須磨警察署からのお知らせ ～ 


